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◎群馬県告示第１７３号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林に指定する予

定である旨の通知があった。 

  令和７年７月２９日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１(1) 保安林予定森林の所在場所 利根郡みなかみ町（国有林。次の図に示す部分に限る。） 

 (2) 指定の目的 土砂の流出の防備 

 (3) 指定施業要件 

  ア 立木の伐採の方法 

   (ｱ) 次の森林については、主伐は、択伐による。 

     利根郡みなかみ町（国有林。次の図に示す部分に限る。） 

(ｲ) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

   (ｳ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

   (ｴ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

  イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び   

みなかみ町役場に備え置いて縦覧に供する。 

 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第５１号 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により届出のあった政治団体の名称等は、次

のとおりである。 

  令和７年７月２９日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 政党の支部 

  国会議員関係政治団体以外の政党の支部 
 

政 治 団 体 の 名 称 

代表者の氏名 
会計責任者の 
氏    名 

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

１以上の市町村等の区域を 
単位として設けられる支部 

届 出 年 月 日 

自由民主党群馬県前橋市第十二支部 安孫子哲 高橋雄治 前橋市下小出町１－４－１ 

○ 令和７年６月１７日 

 
２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 

  国会議員関係政治団体以外の政治団体 
 

■ 選挙管理委員会告示 

■ 告  示 
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政 治 団 体 の 名 称 
代表者の氏名 

会計責任者の 
氏    名 

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

届 出 年 月 日 

いせくみこ後援会 伊勢久美子 福島重樹 渋川市渋川６１３－２５ 

令和７年６月１３日 

金井よしのり後援会 金井嘉則 金井富子 佐波郡玉村町藤川１９１－３４ 

令和７年６月１０日 

川端悟後援会 萩原豊 信澤一男 佐波郡玉村町上新田１７４４ 

令和７年６月２７日 

くにまもり太田 岩澤将行 梅澤裕介 太田市牛沢町８９４－５ 

令和７年６月１８日 

笛木みどり後援会 笛木みどり 笛木みどり 佐波郡玉村町上之手１５３７－５ 

令和７年６月１６日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第５２号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により届出のあった政治団体の異動事項は、

次のとおりである。 

令和７年７月２９日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 政党の支部 
 

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日 

自由民主党群馬県柔道整
復師会支部 

代表者の氏名 清水一彦 関尚之 令和７年 
６月２日 

 
２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 
 

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日 

群馬県歯科衛生士連盟 会計責任者の
氏名 

青木和美 森木治世子 令和７年 
６月１日 

群馬県獣医師連盟 代表者の氏名 板倉修 桑原保光 令和７年 
６月１５日 

群馬県柔道整復師連盟 代表者の氏名 清水一彦 関尚之 令和７年 
６月２日 

群馬県鍼灸師連盟 会計責任者の
氏名 

石川唯 栁寺真理 令和７年 
５月２８日 

群馬県ビルメンテナンス
政治連盟 

会計責任者の
氏名 

大手俊明 品川廣幸 令和７年 
５月３０日 
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群馬土地家屋調査士政治
連盟 

会計責任者の
氏名 

太田雅仁 新井孝男 
 

令和７年 
５月２３日 

渋川・北群馬歯科医師連
盟 

主たる事務所
の所在地 

渋川市石原９６４－１ 渋川市行幸田１１３７
－１ 

令和７年 
６月２４日 

代表者の氏名 平形寿善 高橋勉 令和７年 
６月２４日 

田村純子を励ます会 政治団体の名
称 

田村純子を励ます会 田村利男後援会 令和７年 
６月１８日 

代表者の氏名 田村純子 田村利男 令和７年 
５月１０日 

前橋市歯科医師政治連盟 代表者の氏名 高松透浩 田口章太 令和７年 
６月２５日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第５３号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定により解散の届出のあった政治団体の名称

等は、次のとおりである。 

令和７年７月２９日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 
 

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日 

小野章一後援会 小野章一 令和６年１２月３１日 

田村純子を励ます会 田村純子 令和７年６月１８日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第５４号 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により届出のあった資金管理団体の名称等

は、次のとおりである。 

令和７年７月２９日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   
 

資金管理団体の 
届 出 を し た 者 
（代表者）の氏名 

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 指定年月日 

伊勢久美子 渋川市長 いせくみこ後援会 渋川市渋川６１３－２５ 令和７年 
６月１日 

笛木みどり 玉村町議会議員 笛木みどり後援会 佐波郡玉村町上之手１５
３７－５ 

令和７年 
６月１６日 
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◎群馬県選挙管理委員会告示第５５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項、第７５条第１項、第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項及び第８６条第１項の規定による群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、３分

の１の数及び８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２ 

号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数は、それぞれ次のとおりである。 

  令和７年７月２９日 

群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ３１，６０８ 

２ 群馬県における選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を

 乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ２９７，５４９ 

３ 群馬県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数 
 

選挙区名 ３分の１の数 

北群馬郡 １０，１３９ 

甘楽郡 ５，８６１ 

吾妻郡 １４，２９８ 

利根郡 ８，６５９ 

佐波郡 ９，８５３ 

邑楽郡 ２６，３０６ 

前橋市 ９１，６０６ 

高崎市 １０２，５９９ 

桐生市 ２９，１９３ 

伊勢崎市 ５５，７５３ 

太田市 ５８，７４７ 

沼田市 １２，４６８ 

館林市 ２０，２９６ 

渋川市 ２０，６７４ 

藤岡市・多野郡 １８，３８５ 

富岡市 １２，７７１ 

安中市 １５，５７１ 

みどり市 １３，６２１ 
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 次のとおり一般競争入札に付する。 

 なお、この公告による委託は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

号）の適用を受けるものである。 

  令和７年７月２９日 

群馬県管理総合事務所長 久保田 育 男   

１ 委託内容等 

(1) 委託名 管理総合事務所発電計画関連業務委託 

(2) 委託場所 群馬県前橋市大渡町一丁目地内 

(3) 委託概要 入札説明書及び仕様書のとおり 

(4) 委託期間 １年（令和７年１０月１日～令和８年９月３０日） 

(5) 入札参加形態 単体による参加 

(6) 入札方法 ぐんま電子入札共同システム（https://portal.g-cals.e-gunma.lg.jp/portal/）による。 

２ 入札参加資格  

  次の掲げる要件をすべて満たす者であること。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

(2) 入札日において、群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条第２

項又は群馬県企業局財務規程（昭和３９年群馬県企業管理規程第５号。以下「規程」という。）第１３２条の

３２第３項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。 

(3) 群馬県の物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であるこ

と。 

なお、(2)及び(3)において、営業の譲渡を受けた者は、営業を譲渡した者が入札参加制限及び指名停止措置

等を受けていたときは、それらの措置を引き継ぐ。 

(4) 規則第１７０条の２第３項の規定により作成された令和６・７年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格

者名簿」という。）に登載されている者であること。 

なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定により

令和７年８月８日（金）までに群馬県会計局会計管理課に競争入札参加資格審査申請を行い、同月２５日 

（月）午後４時までに資格者名簿の登載を確認し、群馬県管理総合事務所管理係へ連絡すること。 

(5) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入している者であること（当該保険に加入の義務がない者を除

く。）。 

(6）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。 

(7) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。（入札説明書参照） 

(8) 資格者名簿において、営業品目に施設・設備運転管理があり、格付がＡ等級の者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

(1) 契約条項を示す場所、入札説明書に関する問合わせ先 〒３７１－０８５４ 群馬県前橋市大渡町一丁目１

０－７ 群馬県公社総合ビル３階 群馬県管理総合事務所 管理係 電話０２７－２５５－１６６６ 

(2) 入札説明書の交付方法 ぐんま電子入札共同システム（https://portal.g-cals.e-gunma.lg.jp/）による。 

■ 入札公告 
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なお、ぐんま電子入札共同システムによる取得が困難な場合は、事前連絡のうえ、上記(1)の場所で交付を受

けること。 

(3) 入札説明書の交付期間 令和７年７月２９日（火）午前９時から同年８月１５日（金）午後４時まで。ただ

し、上記(1)の場所で交付を受ける場合は、群馬県の休日を定める条例（平成元年群馬県条例第１６号。以下

「休日条例」という。）第１条第１項に規定する休日を除く日の同期間中の午前９時から午後４時までの間

（正午から午後１時までの時間を除く。）とする。 

(4) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した入札参加資格確認

申請書（以下「申請書等」という。）を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

なお、提出された申請書等について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。 

ア 申請書等の提出方法 ぐんま電子入札共同システム（https://portal.g-cals.e-gunma.lg.jp/）による。

なお、ぐんま電子入札共同システムによる提出が困難な場合は、申請書等を上記(1)の場所に郵送又は持参

により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

イ 申請書等の提出期間 令和７年７月２９日（火）午前９時から同年８月１５日（金）午後４時まで。ただ

し、上記(1)の場所へ持参により提出する場合は、休日条例第１条第１項に規定する休日を除く日の同期間

中の午前９時から午後４時までの間（正午から午後１時までの時間を除く。）とする。 

ウ 入札参加資格確認結果 令和７年８月２５日（月）までにぐんま電子入札共同システムにより通知する。 

(5) 入札書の提出方法 ぐんま電子入札共同システム（https://portal.g-cals.e-gunma.lg.jp/）による。 

なお、ぐんま電子入札共同システムによる提出が困難な場合は、郵送又は持参により提出することができる。

郵送により提出する場合は、書留郵便とし、上記(1)の場所に群馬県管理総合事務所長あて親展で提出期限ま

でに必着のこと。 

(6) 入札書の提出期間 令和７年９月９日（火）午前９時から同月１６日（火）午後４時まで。 

ただし、上記(1)の場所へ持参により提出する場合は、休日条例第１条第１項に規定する休日を除く日の午

前９時から午後４時までの間（正午から午後１時までの時間を除く。）までの間とする。 

(7) 開札日時 令和７年９月１７日（水）午前１０時 

(8) 入札結果 ぐんま電子入札共同システム（https://portal.g-cals.e-gunma.lg.jp/）により公表する。 

４ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金及び契約保証金 

ア 入札保証金 免除 

イ 契約保証金 免除 

(3) 入札の無効 本件入札公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しな

かった者のした入札その他規則第１７６条各号及び規程第１３２条の３４の２各号に掲げる入札は、無効とす

る。 

(4) 契約書の作成の要否 要 

(5) 落札者の決定方法  

ア この入札は予定価格の範囲内で最低入札価格で有効な入札を行った者を落札候補者とする。 

イ この入札は低入札価格調査制度（失格基準なし）を適用するので、落札候補者が調査基準価格を下回る入

札をしたときは、低入札価格調査（以下「低入調査」という｡）を実施したうえで落札者を決定する。 

ウ 低入調査の対象となった者は、低入調査の実施に協力すること。 

エ 低入調査を受けることを拒否した者には、指名停止を行うことがある。 
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オ 調査基準価格を下回った入札を行った者は、落札候補者であっても、落札者とならない場合がある。 

カ 落札候補者となるべき者が２者以上あるときは、ぐんま電子入札共同システムにより提出したくじによ

り、落札者を決定する。この場合において、ぐんま電子入札共同システムによる入札書の提出が困難なとき

は、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。 

(6) その他 詳細は、入札説明書による。 

５ Summary 

(1) Official in charge of disbursement of the Outsourced work : KUBOTA Yasuo, Office Director, 

General Administration Office, Gunma Prefectural Government 

(2) Name of consignment work : Outsourcing of work (related to hydroelectric) power generation 

planning  

(3) Contract Period : From October 1, 2025 to September 30, 2026 

(4) Place of consignment work : General Administration Office  

(5) Time-limit for submission of application forms and attached documents regarding bidding 

qualifications: August 15, 2025 at 4:00 p.m. 

(6) Time-limit for tender: September 16, 2025 at 4:00 p.m. 

(7) For further details, please contact: Administration Section, General Administration Office,  

Gunma Prefectural Government, 1-10-7 Owatari-machi, Maebashi-shi, Gunma-ken, 371-0854, Japan, TEL 

027-255-1666(Japanese language only) 

 

 

 次のとおり一般競争入札に付する。 

 なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３ 

号）の適用を受けるものである。 

  令和７年７月２９日 

群馬県立小児医療センター院長 浜 島 昭 人   

１ 調達内容 

(1) 調達物品及び数量 Ｘ線ＣＴ装置 一式 

(2) 調達物品の特質等 入札説明書による。 

(3) 納入期限 令和８年３月３１日（火） 

(4) 納入場所 群馬県立小児医療センター 

(5) 入札方法 上記  の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金 

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された令和６・７年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されている者

であること。 

(1) 
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なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定により、

令和７年８月１４日（木）までに群馬県会計局会計管理課に競争入札参加資格審査申請を行い、同月２７日

（水）午後５時までに資格者名簿の登載を確認し、群馬県立小児医療センター事務局経営課へその旨連絡する

こと。 

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。 

(4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、群馬県病院局財務規程（平成１５年群馬県病院管理規程第

５号。以下「規程」という。）第１３９条第１項又は第３項の規定による入札参加制限を受けていない者であ

ること。 

(5) 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。 

(6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

(7) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支

店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その

他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団 

員」という。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。）でないこと。 

(8) 当該調達物品納入後の保守体制が整備され、点検、修理、部品供給等を長期にわたり円滑に遂行し得ること

を証明した者であること。 

(9) 当該調達物品について、納入実績があること。 

(10)日本国内において、県が行う立会検査に応じられる者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

(1) 申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒３７７－８５７７ 群馬

県渋川市北橘町下箱田７７９番地 群馬県立小児医療センター事務局経営課 井口宏子 電話０２７９－５２

－３５５１ 

(2) 入札説明書の交付方法 令和７年７月２９日（火）から同年８月７日（木）までの日（群馬県の休日を定め

る条例（平成元年群馬県条例第１６号。以下「休日条例」という。）第１条第１項に規定する休日を除く。）

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までの間、上記(1)の場所において交付する。 

(3) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書（以下

「申請書等」という。）を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

なお、提出された申請書等について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。また、

入札参加資格確認結果は、令和７年９月３日（水）までに入札参加資格確認通知書で通知する。 

ア 申請書等の提出期限 令和７年８月２６日（火）午後５時まで（受付日及び時間は、休日条例第１条第１

項に規定する休日を除く日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

イ 申請書等の提出方法 郵送又は持参とする。 

なお、郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの提出期限までに上記(1)の場所に必着のこと。また、

封筒に「Ｘ線ＣＴ装置入札参加資格確認申請書類在中」と朱書きすること。 

ウ 提出部数 １部 

(4) 入札及び開札の日時及び場所 令和７年９月１１日（木）午前１０時３０分 群馬県立小児医療センター２

階実習棟会議室（郵送による場合は、書留郵便とし、同月１０日（水）午後５時までに上記(1)の場所に群馬
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県立小児医療センター院長宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「Ｘ線ＣＴ装置入札書在中」と

朱書きすること。） 

４ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除 

(3) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札その他規程第１４２条各号に掲げる入札は、無効とする。 

(4) 契約書作成の要否 要 

(5) 落札者の決定方法 規程第１１６条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

なお、落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場

合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くこと

ができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。 

 (6) その他 詳細は、入札説明書による。 

５ Summary 

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: HAMAJIMA Akito, Director of the  

Gunma Children's Medical Center 

(2) Nature and quantity of the services to be required: multi-slice computed tomography scanner  

systems, 1 set 

(3) Delivery period: by March 31, 2026 

(4) Delivery place: Gunma Children's Medical Center 

(5) Dates of issue for tender documents: Bidding explanation handbooks may be obtained from 

Tuesday, July 29, 2025 through Thursday, August 7, 2025, from 9:00 a.m. to 12:00 a.m. and from  

1:00 p.m. to 5:00 p.m., at the location noted below (8) 

(6) Submission deadline for application forms and attached documents regarding biddin g 

qualifications: Tuesday, August 26, 2025 at 5:00 p.m. 

(7) Bidding deadline: Thursday, September 11, 2025 at 10:30 a.m. (bidding by registered mail must  

be received by Wednesday, September 10, 2025 at 5:00 p.m.) 

(8) For further details, please contact: IGUCHI Hiroko, Management Office of the Gunma Children's  

Medical Center, 779 Shimohakoda, Hokkitsu-machi, Shibukawa-shi, Gunma-ken, 377-8577, Japan, TEL 02  

79-52-3551(Japanese language only) 

 

 

 

 

○選挙管理委員会告示正誤 

 令和６年１０月２９日群馬県選挙管理委員会告示第６２号（政治団体の異動事項） 
 

発行番号 ページ 行 誤 正 

第１０２４５号 ３ １７～１８ 前橋市城東町２－１２－３ 前橋市城東町２－２－１０ 

 
 

■ 正  誤 



 令和７年７月２９日（火）          群 馬 県 報              第１０３１８号 

 

12 

 

 

○選挙管理委員会告示正誤 

 令和６年１０月２９日群馬県選挙管理委員会告示第６４号（資金管理団体の異動事項） 
 

発行番号 ページ 行 誤 正 

第１０２４５号 ４ ４～５ 前橋市城東町２－１２－３ 前橋市城東町２－２－１０ 
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